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論文の内容の要旨 
 古谷美也子氏の博士学位論文は、近世期に制作された舞楽を主題とする絵画について、主な受容者層

であった武家を中心に、その制作背景を論じたものである。舞楽は、宮廷や寺社の儀礼と深く関わって

いることが知られており、著者は、そのような儀礼に注目し、宮廷社会から武家社会へ、あるいは寺社

から武家へと変容していった絵画の様式、ならびに舞楽図の社会的な役割を考察している。本論文は、

補論を含む全７章にて構成されている。その要旨は、以下の通りである。 

 第 1 章において、著者は、永正 7 年（1510）に描かれた土佐光信筆《源氏物語画帖》（ハーヴァード

美術館）の第七帖「紅葉賀」と第四十帖「御法」に見受けられる舞楽の図様について、近世期の源氏絵

と舞楽図への影響、場面選択の背景について検討している。これらの図様は、その後の舞楽図に多く看

取されるものであり、著者は、寛正 3年（1462）の足利室町殿の舞障子制作をきっかけに作られた土佐

光信による粉本が用いられた可能性を言及している。 

 第 2章において、著者は、寛永 13年（1636）に日光東照社に奉納された《舞楽図屏風》（日光東照宮）

について考察している。本屏風は、徳川家康二十一回忌法要の際に奉納されたものであり、制作背景や

伝来など、作品の基礎的な情報が揃う作例である。著者は、同時期に制作された同じ構図を持つ舞楽図

と比較し、本屏風の位置付けと、将軍家の法要における舞楽図の社会的な意味について解釈を加えてい

る。 

 第 3章において、著者は、元禄 7年（1694）に出雲大社での舞楽復興の際に奉納された落合利兵衛安

成筆《舞楽図屏風》（出雲大社）の画面の典拠と、A家本系と呼ばれる同じ構図を持つ舞楽図屏風の成立

について検討を試みている。同時代の文献史料から、本屏風は、出雲大社の舞楽復興で楽屋に立てるた

めに依頼され、制作されたことが明らかである。著者は、その制作動機として、17世紀前半における幕

府の朝儀復興に注目し、将軍家の法要と同じように出雲大社の祭礼を宮中儀礼と同じく権威付けるため

に制作されたと結論付けている。 

 第 4章において、著者は、久隅守景筆《舞楽図屏風》（根津美術館）を考察の対象としている。まず、
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本図の制作時期を 17 世紀中頃と想定し、守景の画業における位置付けと、舞楽図としての独自性につ

いて検討を行っている。その上で、他の舞楽図には見られない古楽器の描写に着目し、儒教祭祀に用い

られる古楽器を描いた可能性を提示した。また、旧蔵者である鳥取藩池田家と姻戚関係にあった紀伊藩

との関係に言及し、御三家紀伊および尾張藩の東照宮祭礼との影響関係を指摘している。 

 第 5章において、著者は、江戸時代後期に編纂された『古画類聚』所収の舞楽図《古画類聚本》の典

拠について検討し、古画類聚本について舞楽図の系譜への位置付けを試みている。『古画類聚』に掲載

された舞楽図は、江戸時代に写されたものであるが、著者は、その祖本を 16 世紀後半に成立していた

土佐光信周辺の土佐派による舞楽図粉本と解釈している。 

 第 6 章において、著者は、幕府御用絵師の住吉広行による《舞楽図屏風》（個人、栃木県立博物館寄

託）を糸口に、近世後期の舞楽図の展開と、幕末における朝儀復興の風潮と舞楽図の関連性について考

察した。本屏風は、これまで論じてきた舞楽図の中でも、異質な描写を持つ作品で、四季山水と舞楽と

いう複数の画題が組み合わされており、また他の舞楽図に描かれた装束と異なる図様も認められる。著

者は、この特異な点に注目し、近世後期には舞楽図の意味が多様化し、やまと絵の一画題として浸透し

たと解釈している。 

 最後に補論において、著者は、近世舞楽図の最重要作品と言うべき、俵屋宗達筆《舞楽図屏風》（醍

醐寺）について、図様の典拠を検討し、舞楽図の系譜に改めて位置付けを試みている。俵屋宗達の舞楽

図は、武家社会とはあまり関連性が認められないが、近世舞楽図を総覧することを目的の一つとする本

論文で無視できない作例であることから、補論として述べている。著者は、第 6章までの考察を踏まえ、

宗達が禁中の舞楽図屏風を実見してその図様を写して制作したと推察し、醍醐寺の座主が公家出身で天

皇家との姻戚関係があることから、宗達は醍醐寺からの依頼で、天皇あるいは公家などを観者として想

定して制作したと考察している。 

 
 

審査の結果の要旨 

（批評） 

 本論は、近世における舞楽図の展開について、図様変遷および政治史あるいは文化史的観点を交えて

考察するものである。舞楽図を体系化した研究としては、これまで 1980 年前後の辻惟雄氏らによる研

究があるが、それ以降は、個別の作品の考察に留まってきたという問題がある。しかし、新出作例が相

次いだ近年の状況において、改めて体系化の必要性が求められていたと言えよう。本論は、これまで論

じられてきた舞楽図の系譜を更新し得るものとして価値が認められる。また、本論は、舞楽という一つ

のテーマを切り口に、中世から近世における絵画の展開、あるいは土佐派から狩野派における図様の継

承といった大きな視点に立脚し論じられている。時代や流派の枠に固まり、研究の細分化が著しい近年

の日本絵画史研究に一石を投じるものとして挑戦的であり、高く評価できる。 

 一方で、政治史あるいは文化史から制作背景に迫ろうとするあまりに、作品に関する記述が薄く、十

分な比較による作品分析には至らなかった。今後は、舞楽図に留まらず、同時代の儀礼を描写した絵画

など、多様な作品の分析を行い、また日々更新される最新の研究成果を参照しつつ、さらに研究が進展

することを期待したい。 

 
令和 3 年 1 月 25 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求

め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 

よって、著者は博士（芸術学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 

 

 


